
山鹿市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月２４日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第１６号 

 

山鹿市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 山鹿市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則（平成２７年

山鹿市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１号イ中「山鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年山鹿市条例第３６号）第１３条第４項第３号アからウまで」

を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）第１３条第４項第３号イからハまで」

に改める。 

 附則第４項から第６項までを削り、附則第７項を附則第４項とし、附則第８項を削る。 

別表備考第６項中「法」を「子ども・子育て支援法」に改め、同項の次に次の１項を加

える。 

 ７ この表に定める利用者負担額（同表備考第３項から第６項までの規定を適用する

場合には、これらの規定を適用した後の利用者負担額）について、教育・保育給付

認定保護者の属する世帯に２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者（この項において「算定対象者」という。）が２人以上いる場合の当該算定対

象者のうち最年長の者から順に２番目以降の教育・保育給付認定子どもの利用者負

担額は、０円とする。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


